
様式第７号（別添様式７）（第１面）（H29.4）
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⑦ 支給申請額

※⑤欄において記入した増額割合が該当する区分の支給単価を対象労働者数に乗じて支給申請額を記入してください。
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番号 氏名 雇用保険被保険者番号 増額前の基本給（円）
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増額後の基本給（円） 昇給率 ３親等以内親族
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円

７ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース内訳

　労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置該当日 平成　　年　　月　　日

　有期契約労働者等の基本給を増額した日（上記①と同日である必要があります。） 平成　　年　　月　　日

  対象労働者が、労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業所の事業主または取締役の３
親等以内の親族（配偶者、３親等以内の血族及び姻族をいう。）に含まれるかどうか
（含まれる場合は、⑦欄対象労働者の「３親等以内親族」項目にて「○」を記入してください。）

含まれない・含まれる

□　中小企業　□　大企業

※⑦欄の生産性要件に係る支給申請であるかを「はい」と選択した場合は、「生産性要件に係る支給申請の場合」の支給単価を支給申請額に
　記入してください。

対象労働者数               支給単価 支給申請額（Ａ）

人

（３％以上～５％未満）
□中小企業19,000円
□大企業　14,250円

（５％以上～７％未満）
□中小企業38,000円
□大企業　28,500円

（７％以上～10％未満）
□中小企業47,500円
□大企業　33,250円

（10％以上～14％未満）
□中小企業76,000円
□大企業　57,000円

（14％以上～）
□中小企業95,000円
□大企業　71,250円

※　生産性要件に係る支給申請
　の場合

　（３％以上～５％未満）
　□中小企業24,000円

　□大企業　18,000円

　（５％以上～７％未満）
　□中小企業48,000円

　□大企業　36,000円

　（７％以上～10％未満）
　□中小企業60,000円

　□大企業　42,000円

　（10％以上～14％未満）
　□中小企業96,000円

　□大企業　72,000円

　（14％以上）
　□中小企業12万円
　□大企業90,000円

＝

主たる事業
生産性要件に係る支給申

請であるか
はい　・　いいえ

　上記①の措置により、対象労働者に係る基本給の増額後６か月分の賃金を支給した日
 （第２面の「支給申請期間」をご参照ください。）

平成　　年　　月　　日

　新たに社会保険の被保険者となった全ての有期契約労働者等の基本給を増額しているかどうか
増額している

 ・
増額していない

　上記④の基本給が増額された有期契約労働者等のうち最も低い増額割合は何％か
　　　　　　　　　　　％

（記入例：３％）



様式第７号（別添様式７）（第２面）

支給申請期間

記入上の注意
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  資本額又は出資額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数が50人以下

  　　　　〃　　　　5,000万円以下、または　　　　〃　　　　　　　100人以下

  　　　　〃　　　　    1億円以下、または        〃　　　　　　　100人以下

  　　　　〃　　　　　　3億円以下、または　　　  〃　　　　　　　300人以下

ト

申請にあたっての留意点

生産性要件算定シート（共通要領　様式第２号）及び算定の根拠となる証拠書類（損益計算書、総勘定元帳等）

助成金の受給に当たっては各種要件がありますので、パンフレットをご覧いただき、不明な点は本支給申請前に労働局にお問い合わせください。

対象労働者の基本給の増額前及び増額後の雇用契約書等

対象労働者の賃金台帳等（基本給の増額前３か月分（基本給の増額の適用を受けた日の前日から３か月前の日までの賃金に係る分）及び増額後６か月分（当該適用を受け
た日から６か月経過する日までの賃金に係る分））

対象労働者の出勤簿等（基本給の増額前３か月分及び増額後６か月分）

任意特定適用事業所（公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成24年法律第62号）附則第17条第５項の申出を
した事業主の事業所）であることを確認できる書類

中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
　ａ　企業の資本の額または出資の総額により中小企業事業主に該当する場合
　　　　登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類等
　ｂ　企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当する場合
　　　　事業所確認表（様式第８号）

なお、中小企業の範囲は下表のとおりです。

小売業（飲食業を含む）

サービス業

卸売業

その他

生産性要件に係る支給申請である場合は、次の書類も併せて添付してください。

　選択的適用拡大導入時処遇改善を行った場合、対象労働者に対する基本給の増額後６か月分の賃金（時間外手当を含む。）を支給した日（※）の翌日から起算して２か月以内に
申請してください。
（※）就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、６か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とする（時間外
勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。）。

　この様式は、次の点に注意して記入してください。

①欄は労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した日を記入してください。

⑥欄は、対象労働者が、選択的適用拡大導入時処遇改善を行った事業所の事業主または取締役の３親等以内の親族（配偶者、３親等以内の血族及び姻族をいう。）に含まれる
か
どうかについて記入してください。

⑦欄は、支給申請額およびそれに関係する事項等について記入してください。

用紙が不足する場合は、様式第７号（別添様式７）（継紙）に記載し、本紙に添付してください。

　選択的適用拡大導入時処遇改善の支給申請を行う場合は、支給申請書（様式第７号）および本様式（別添様式７）に、次の書類（原本または写し）を添付してください。

共通

管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書



様式第７号（別添様式３）（継紙）

⑥

20

19

18

16

17

15

14

12

13

11

10

8

9

7

6

5

対
 
象
 
労
　
働
　
者

番号 氏名 雇用保険被保険者番号 増額前の基本給（円） 増額後の基本給（円）

2

4

3

昇給率 ３親等以内親族
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